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にゆうがく しんきゆう 

入学・進級おめでとうございます。 

ほけんレっ 	おおひら 	 すすき み き ふたり ようごきょうゆ 

保健室には大平まゆみ・鈴木美紀の2人の養護教諭が喫審

います。 

わたしたちは、みなさんが毎日元気に楽し＜学校生活 
て 

をおくることができるように、お手つだいをしていきま 

す。なにか困ったことがあるときは、保健室にきて＜だ 
ねが 

さい。よろしくお願いします！ 
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からだの成長のようすわかります 目は＋分見えているかな？ 耳は＋分聞こえているか？ 

しりょ＜けんさ 

視力検査 

I名 
0 @ 

き 	 ちょうりよ＜けんさ 

ミ 	聴力検査 

⑨ 魯 

ロロロ 

しんたしMナいそく 

身体計測 

せ わ 	 がっこうい がっこうや＜さいし 	 しょうかい 

お世話になる学校医・学校薬剤師さんの紹介 

ないかけんしん ほりこめ せんせい 

内科検診 堀米 ゆみ先生（おおたかの森こどもクリニック） 

やすた ＜にのぶせんせい 

保田 国伸先生（ライフガーデン中央クLiニック） 

にしむら たけしせんせい 

西村 健先生（西村内科胃腸科医院） 

にしお としゆきせんせい 

西尾 利之先生（にしお小児科クリニック） 

かんかけんしん いしい こうたろうせんせい 

眼科検診 石井 晃太郎先生（いしい眼科） 

つづき きようこせんせい 

都築 恭子先生（おおたかの森北口駅前眼科クリニック） 

じ び かけんしん たかみね あつしせんせい 

耳鼻科検診 高峰 敦先生（桜耳鼻咽喉科めまいクリニック） 

し かけんしん 	たけた みつきせんせい 

歯科検診 武田 貢先生（フアミリー歯科医院） 

したみち ま み こせんせい 

下道 真美子先生（東風歯科おおたかの森クリニック） 

失！苗 暫を院星（流山おおたかの森歯科矯正歯科） 

賞 撃軍晃星（ひがしデンタルクリニック） 

がっこうや＜さいし むかい けいこせんせい 

学校薬剤師 向井 圭子先生 

こんねんど 	せ わ 

今年度もお世話になります。よろし＜おねがいします。 
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たいそうふ＜ おこな 

〇体操服で行います。 
け 	 むす 

〇かみの毛はてっぺんで結ばないでください。 
も 

〇メガネをかけている人は、メガネを持ってき
ましょうロ 

じゆんばノりしず ま 	メにーマ 
〇順番は静かに待ちましょう。、ーノしノ 

がう にち 

4月12日（金） 
がつ にち 

4月22日（月） 
がつ にち 

4月23日（火） 
がつ にち 

4月24日（水） 
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そよかぜ 
ねんせい 

3・4年生 
ねんせい 

2・5年生 
ねんせい 

1・6年生 

ほけんも＜ひょう 

保健目標 

（三’・早起きして朝ごはんを食べよう 
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「健康の記録」「結核検診票・運動器検診票」提出日 

★全学年 	4月16日（火）まで 

今年度がスタートしました。健康診断関係の行事や検診が多く実施される期間となりま

す。調査書等の記入や提出のご協力をよろし＜お願いいたします。 

「救急カード」提出日 

*1年生 	4月12日（金）まで 

*2'-6年生・・・4月8日（月）まで 

【救急力～ドにニル、て】 

急な疾病やケガで保護者に連絡がとりたい時にとれるようにしてください。 

仕事先が変わった場合や、携帯電話の番号が変わった時など忘れずに学校まで必ず連絡を

お願いします。 

【保健室の利用について】 

保健室での休養は、体調の回復が見込まれるか、早退時のお迎えを待つときにできます。 

どちらも原則 1 時間としています。他には、心の安静を保つため（心の緊張・不安をほぐ

すため）にも利用できます；早退のお迎えを待つ時間は原則 I時間、勤務状態により色尺

あるかと思いますが、3 時間、4 時間保健室で預かることは保健安全上からも好ましくあ

りません。登校前から微熱や体調不良があるときは、ご家庭で様子を見てから登校するか

判断してください。 

畿轟郵・声嚇幸騒舞傘声聾麟轟轟撃 

おうちの方ノ＼ 騒轟傘 
●学校において予防すべき感染症 
一多数の児童生徒が集団生活を行う学校において、感染症が発生した場合、感染症がまん延しやすいこ

とや、児童生徒に与える教育上の影響が大きいことなどから、法において下記のように、「学校にお
いて予防すべき感染症」の種類と出席停止の期間の基準が定められています。 

学柿厚健9ヲ全ミキ1高F〒キ目目H l只区．」a 査く 

学校において予防すべき感染症の種類 出席停止の期間の基準 

第
 

」
 

種
 

工ポラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘

そう、南米出血熟、ペスト、マールプルグ病、 

ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症

急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス

属SARSコロナウイルスであるものに限

る）及び島インフル工ンザ（病原体がインフ

ル工ンザA属インフルエンザAウイルスであ
って、その血清亜型がH5Nl であるものに

限る） 

冶癒するまで 

第
 
一
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種
 

インフルエンザ（鳥インフル工ンザH5N1 
を除く） 

発症した後5日を経過し、かっ、解熱レた後2 
日を経過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な
抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

麻しん（はしか） 解熱じた後3日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふ＜かぜ） 
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 
5日を経過し、かっ、全身状態が良好になるま

で 

風しん（三日はしか） 発疹が消失するまで 

水痘（水ほうそう） すべての発疹が痴皮（かさぶた）化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主症状が消退した後2日を経過するまで 

結核 
症状により学校医その他の医師において感染

の恐れがないと認めるまで 髄膜炎菌性髄膜炎 

第

三
種
 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染

症、脹チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 

急性出血性結膜炎、その他の感染症 

症状により学校医その他の医師において感染

の恐れがないと認めるまで 

＊新型インフルエンザなど、新たな感染症が発生した場合に、国や県からの通達に従うようになります。 
詳細については、その都度、お知らせします。 

出席停止について 

お子さまが上記の表にあげた感染症にかかった場合は、出席停止となり登校できませんので、医師の
指示に従い、療養に専念してください。 

〇 出席停止期間は欠席扱いになりません。 
0 医師により感染の恐れがないと認められ登校する際は、治癒証明書を発行してもらってくだ声い． 
＊治癒証明書について 

・第三種のその他の感染症およひ噺型インフルエンザ、季節性インフルエンザについては、医師

が必要と認めるとき以外は原則不要になります。 

（ただし、学校や地域で感染拡大の心配がある場合は、学校医と相談の上治癒証明書が必要です。） 
・治癒証明書は、高額な診断書とは異なります。（市内の医療機関の場合は1通500円で発行） 
・他市の医療機関にかかった場合や、不明な場合学校にご連絡ください。 


